
 

平成２６年３月市議会定例会提出予定案件 

 

 

（諮 問） 
 

１ 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

 

２ 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

 

（議 案） 
 

１ 茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めることについて 

 

２ 茨木市職員基本条例の制定について 

 

３ 茨木市附属機関設置条例の一部改正について 

 

４ 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について 

 

５ 茨木市立市民体育館条例の一部改正について 

 

６ 茨木市都市計画審議会条例の一部改正について 

 

７ 茨木市手数料条例の一部改正について 

 

８ 茨木市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 

 

９ 茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 

 

10 茨木市消防関係手数料条例の一部改正について 

 

11 訴えの提起について 

 

12 金融機関の指定について 

 

13 平成 25 年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第３号） 

 

14 平成 25 年度大阪府茨木市財産区特別会計補正予算（第１号） 

 

15 平成 25 年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

16 平成 25 年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

17 平成 25 年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

18 平成 25 年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 

19 平成 25 年度大阪府茨木市水道事業会計補正予算（第 1号） 
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20 平成 26 年度大阪府茨木市一般会計予算 

 

21 平成 26 年度大阪府茨木市財産区特別会計予算 

 

22 平成 26 年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算 

 

23 平成 26 年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

24 平成 26 年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算 

 

25 平成 26 年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計予算 

 

26 平成 26 年度大阪府茨木市水道事業会計予算 

 

27 茨木市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

（報 告） 
 

１ 茨木市新型インフルエンザ等対策行動計画について 
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諮問第 1号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

○ 現委員  西
にし

 上
がみ

 雄
ゆう

 二
じ

 

 

○ 任 期  平成２６年６月３０日任期満了 

       初就任 平成１４年２月１日就任 ４期目（任期３年） 

 

○ 選任予定者 

 

諮問第 2号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

○ 現委員  井
いの

 上
うえ

 紀
みち

 子
こ

 

 

○ 任 期  平成２６年６月３０日任期満了 

       初就任 平成１７年４月１日就任 ３期目（任期３年） 

 

○ 選任予定者 

 

議案第 4号 茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めることについて 

○ 現委員  武
たけ

 内
うち

 由
ゆ

 紀
き

 子
こ

 

 

○ 任 期  平成２６年３月３１日任期満了 

       初就任 平成２２年４月１日就任 １期目（任期４年） 

 

○ 選任予定者 
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議案第 5号 茨木市職員基本条例の制定について              15 頁参照 

○ 地方公務員法に定める根本基準に従い、本市の人事制度を公平かつ適正に運用するために

必要な基本的事項を定めることに伴う条例の制定 
 

・主な内容 

 ①職員の任用 

  職務等についての職員の意見等を把握するとともに、勤務実績、適性等に基づき任用 

 ②人材育成 

  人材を最大限に活用するため、能力開発等に資する研修を総合的かつ計画的に実施 

 ③人事評価 

  職員の能力の開発、維持・向上等を目的とし、結果を昇給及び勤勉手当に反映 

 ④職員の分限・懲戒 

  分限懲戒審査委員会の意見を聴き、公正かつ厳正に実施 

 ・施 行 日  平成２６年４月１日 

議案第 6号 茨木市附属機関設置条例の一部改正について          16 頁参照 

○ 附属機関の新設及び名称変更に伴う所要の改正 

 

 ・改正内容 

   ①新たに設置する附属機関 

    ア 茨木市文化振興施策推進委員会      

イ 茨木市バリアフリー基本構想協議会    

ウ 茨木市自転車利用環境整備計画協議会   

エ 茨木市みどりの施策推進委員会      

 

②名称の変更 

 茨木市使用料、補助金等見直し検討部会 

        ↓ 

茨木市使用料、補助金等審議会 

 

・施 行 日  平成２６年４月１日 
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議案第 7号 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について 

○ 非常勤職員の名称変更並びに職及び報酬額の変更及び追加に伴う所要の改正 
 

 ・改正内容 

  ①名称を変更する非常勤職員の職 

    使用料、補助金等見直し検討部会委員 → 使用料、補助金等審議会委員  

    障害程度区分等認定審査会委員 → 障害支援区分等認定審査会委員   

    住宅確保・就労支援員 → 生活困窮者自立相談支援員 

  ②名称及び報酬額を変更する非常勤職員の職 

    ろうあ者福祉指導員 月額 216,100 円 → 手話通訳士 月額 239,100 円 

  ③新たに追加する非常勤職員の職及び報酬額 

・審査会の委員等及び専門委員 

  文化振興施策推進委員会委員          日額   9,000 円  

  バリアフリー基本構想協議会委員      日額   9,000 円  

  自転車利用環境整備計画協議会委員    日額   9,000 円  

  みどりの施策推進委員会委員             日額   9,000 円  

  都市計画審議会の専門委員              日額   9,000 円  

・非常勤嘱託員等 

     公営企業会計専門員                 日額  19,000 円   

     待機児童保育室医                  月額  14,000 円   

     保育所等維持管理技術業務              月額 336,500 円   

     スクールカウンセラー                  月額 270,300 円   

     スクールソーシャルワーカー            月額 270,300 円   

 

 ・施 行 日  平成２６年４月１日 

議案第 8号 茨木市立市民体育館条例の一部改正について          17 頁参照 

○ 福井市民体育館にトレーニング室を新設することに伴う所要の改正 

  

 ・改正内容 

  トレーニング室使用料の追加等 

 

午前   午後Ａ  午後Ｂ   夜間 

    団体  1,400 円   900 円  900 円  2,600 円 

個人   150 円   100 円  100 円    300 円 

 

    ＊午 前･･･午前９時から正午まで 

    ＊午後Ａ･･･午後１時から午後３時まで 

    ＊午後Ｂ･･･午後３時 30 分から午後５時 30 分まで 

    ＊夜 間･･･午後６時から午後９時 30分まで 

 

・施 行 日  平成２６年４月１日 
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議案第 9号 茨木市都市計画審議会条例の一部改正について 

○ 国の法令による義務付け・枠付けの見直し等に伴う所要の改正 

   

・改正内容 

  ①都市計画審議会は、常務委員会を設けることができる旨の規定を追加 

   所掌事務 

   都市計画審議会の権限に属する事項のうち、軽易なもので、審議会が指定するものを処

理する。 

 

  ②専門性の高い検討事項に対応するため、専門委員を置くことが出来る旨の規定を追加 

   所掌事務 

   専門性の高い事項を調査する。 
 

・施 行 日  平成２６年４月１日 

 

議案第 10 号 茨木市手数料条例の一部改正について              

○「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の改正に伴う所要の改正 

 

・改正内容 

都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料において引用する法律名の変更 

（現 行）「エネルギーの使用の合理化に関する法律」 

（改正後）「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」 

 

 ・施 行 日  平成２６年４月１日 
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議案第 11 号 茨木市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 

○「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律」の施行に伴う条例の制定 

 

 ・主な内容 

 消防長及び消防署長の資格に関する基準を定める。 

  ①消防長の資格 

・消防職員として消防事務に従事し、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と

同等以上と認められる職に１年以上あった者 

・本市の行政事務に従事し、市長の直近下位の内部組織の長の職その他これと同等以上と

認められる職に２年以上あった者 

  ②消防署長の資格 

  ・消防吏員として消防事務に従事し、消防司令長（課長・参事）以上の階級に１年以上あ

った者 

 

・施 行 日  平成２６年４月１日 

 

議案第 12 号 茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 

○「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」の施行に伴う所要の改正 

 

 ・改正の趣旨 

  消防団員の処遇の改善及び訓練の充実等を図る。 

 

 ・改正内容 

  消防団員が水火災の出動、警戒、訓練等の職務に従事する場合に支給する費用弁償の額を

改正する。 

  ①水火災  2,800 円 → 3,000 円 

  ②警戒   1,600 円 → 2,500 円 

  ③訓練等  1,600 円 → 2,500 円 

 

・施 行 日  平成２６年４月１日 
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議案第 13 号 茨木市消防関係手数料条例の一部改正について 

○ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う所要の改正 

 

 ・改正内容 

  危険物製造所及び一般取扱所（指定数量の倍数が 200 を超えるもの）設置許可申請に対す

る審査手数料 

   91,000 円 → 92,000 円 

 

・施 行 日  平成２６年４月１日 

 

 

議案第 14 号 訴えの提起について                     18 頁参照 

○ 春日小学校の学校用地について、所有権移転登記に係る手続を求める訴え（地方自治法第

９６条第１項第１２号） 

 

 ・訴えの目的 

  本市が所有する春日小学校の学校用地については、昭和２６年５月に農地の譲渡及び使用

の変更について大阪府の許可がなされており、市は土地所有者から譲渡を受けたものと考

えているが、個人名義となっている部分が存在することから、登記名義人から本市への所

有権移転登記を確実に行うため、訴えを提起するもの 

 

 ・対象物件 

  運動場内北側に位置する茨木市上穂東町６７番（７１４㎡）、６９番１（５１２㎡）、 

７０番１（８７９㎡）の３筆（合計２，１０５㎡） 

 

議案第 15 号 金融機関の指定について 

○ 本市の公金の収納及び支払事務を取り扱う金融機関の指定 

 

・平成２６年度 株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

 ・平成２７年度 株式会社 りそな銀行 
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議案第 16 号 平成 25 年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第３号） 

○ 補正額  1,331,558 千円 （補正後 84,716,823 千円 － 補正前 83,385,265 千円） 
 
 （歳  入）                            （歳  出） 

・市税          400,000 千円       ・人件費       △341,204 千円 

  ・地方譲与税       △35,000 千円    ・物件費       △436,149 千円 

  ・利子割交付金       21,000 千円    ・扶助費       △184,364 千円 

  ・配当割交付金      118,000 千円    ・補助費等       △41,743 千円 

  ・株式等譲渡所得割                       ・投資的経費     1,496,410 千円 

交付金            143,000 千円    ・その他の経費     838,608 千円 

  ・地方交付税         23,658 千円     

  ・分担金及び負担金   △20,126 千円    

  ・使用料及び手数料     6,657 千円        

   ・国庫支出金         703,711 千円 

   ・府支出金        △126,545 千円 

   ・財産収入           55,249 千円 

   ・寄附金             1,300 千円 

   ・繰入金            11,921 千円 

   ・諸収入           154,033 千円 

   ・市債           △125,300 千円 
 

  ・繰越明許費補正 

  （追加）岩倉町地区道路整備事業               375,800 千円 

  （追加）茨木松ヶ本線整備事業                  480,000 千円 

  （追加）(仮称)ＪＲ総持寺駅整備事業             388,882 千円 

  （追加）橋梁維持事業                     85,800 千円 

（追加）橋梁新設改良事業                    50,000 千円 

  （追加）小学校外壁改修・屋上防水事業            630,520 千円 

  （追加）中学校外壁改修・屋上防水事業             349,000 千円 

  （追加）水尾幼稚園園舎改修事業                 92,000 千円 

  （追加）南茨木駅東駐車場解体・撤去事業            164,966 千円 

 

  ・継続費補正 

  （変更）岩倉町地区道路整備事業          △197,430 千円 年割額変更 

  （変更）茨木松ヶ本線整備事業            △36,160 千円 年割額変更 

  （変更）小学校エレベーター整備事業         △32,300 千円 年割額変更 

 

  ・債務負担行為補正 

（追加）ＪＲ茨木駅構内ｴｽｶﾚｰﾀｰ整備事業       1,460,000 千円  

（変更）緊急雇用創出基金事業       32,348 千円 → 44,067 千円 限度額変更 
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議案第 17 号 平成 25 年度大阪府茨木市財産区特別会計補正予算（第１号） 

○ 補正額  59,910 千円 （補正後 5,591,945 千円 － 補正前 5,532,035 千円） 
 
 （歳  入）                           （歳  出） 

  ・財産収入       59,910 千円       ・諸支出金       47,959 千円 

                     ・繰出金        11,951 千円 

議案第 18 号 平成 25 年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

○ 補正額  262,946 千円 （補正後 29,072,919 千円 － 補正前 28,809,973 千円） 
 
 （歳  入）                              （歳  出） 

    ・国庫支出金      △3,204 千円     ・総務費        △10,896 千円 

    ・前期高齢者交付金   136,866 千円   ・後期高齢者支援金等  2,479 千円 

    ・繰越金        129,284 千円   ・前期高齢者納付金等   △500 千円 

                           ・介護納付金       △6,282 千円 

                           ・諸支出金        278,145 千円 

 

議案第 19 号 平成 25 年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

○ 補正額  3,823 千円 （補正後 3,052,633 千円 － 補正前 3,048,810 千円） 
 
 （歳  入）                          （歳  出） 

    ・後期高齢者医療保険料    9,698 千円  ・総務費          △10,261 千円 

    ・繰入金                △5,651 千円   ・後期高齢者医療広域連合納付金   

    ・諸収入                 △224 千円                              14,084 千円 

議案第 20 号 平成 25 年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

○ 補正額  465,101 千円 （補正後 14,382,683 千円 － 補正前 13,917,582 千円） 
 
 （歳  入）                             （歳  出） 

    ・介護保険料        92,929 千円      ・総務費       △9,132 千円 

    ・使用料及び手数料       220 千円      ・要介護認定費    △5,515 千円 

    ・国庫支出金          68,852 千円      ・保険給付費      406,908 千円 

    ・支払基金交付金   107,554 千円      ・地域支援事業費   △48,008 千円 

    ・府支出金       50,963 千円      ・基金積立金     121,737 千円 

    ・財産収入         120 千円      ・諸支出金        △889 千円 

    ・繰入金         25,612 千円       

  ・繰越金        118,722 千円 

  ・諸収入          129 千円 
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議案第 21 号 平成 25 年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

○ 補正額  △144,899 千円 （補正後 8,185,145 千円 － 補正前 8,330,044 千円） 
 
（歳  入）                             （歳  出） 

   ・分担金及び負担金   △39,505 千円    ・下水道事業費     △136,031 千円 

    ・使用料及び手数料      19,393 千円      ・公債費             △8,868 千円 

    ・国庫支出金            △6,475 千円       

    ・繰入金               △63,624 千円       

    ・繰越金                    363 千円 

    ・諸収入                 39,949 千円 

    ・市債                 △95,000 千円 

 

  ・繰越明許費補正 

  （追加）公共下水道整備事業                    9,500 千円 

  （追加）下水道改良事業                      210,000 千円 

 

議案第 22 号 平成 25 年度大阪府茨木市水道事業会計補正予算（第１号） 

○ 収益的収支 

   ・収入     5,223 千円（補正後 4,821,831 千円－補正前 4,816,608 千円） 

   ・支出 △25,009 千円（補正後 5,099,293 千円－補正前 5,124,302 千円） 

 

○ 資本的収支 

  ・収入 △132,310 千円（補正後   639,113 千円－補正前  771,423 千円） 

   ・支出 △239,426 千円（補正後 2,816,851 千円－補正前 3,056,277 千円） 

議案第 23 号 平成 26 年度大阪府茨木市一般会計予算 

○ 予算総額  ８８，２００，０００ 千円（対前年度比 ８．３％増） 

 

   平成２５年度 ８１，４５０，０００千円 

 

議案第 24 号 平成 26 年度大阪府茨木市財産区特別会計予算 

○ 予算総額  ５，４３３，９１２ 千円（対前年度比 １．８％減） 

 

   平成２５年度（当初） ５，５３２，０３５千円 

11



議案第 25 号 平成 26 年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算 

○ 予算総額  ２８，９７７，９５６ 千円（対前年度比 ０．６％増） 

 

   平成２５年度（当初）２８，８０９，９７３千円 

 

議案第 26 号 平成 26 年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計予算 

○ 予算総額  ３，２１３，６３５ 千円（対前年度比 ５．４％増） 

 

   平成２５年度（当初）３，０４８，８１０千円 

 

 

議案第 27 号 平成 26 年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算 

○ 予算総額  １５，２９５，９７５ 千円（対前年度比 ９．９％増） 

 

   平成２５年度（当初） １３，９１７，５８２千円 

 

 

議案第 28 号 平成 26 年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計予算 

○ 予算総額  ８，４３９，０００ 千円（対前年度比 ２．０％増） 

 

   平成２５年度 ８，２７１，０００千円 

 

 

議案第 29 号 平成 26 年度大阪府茨木市水道事業会計予算 

○ 予算総額  ８，１４５，８７８ 千円（対前年度比 ０．４％減） 

 

   平成２５年度 ８，１８０，５７９千円 
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議案第 30 号 茨木市国民健康保険条例の一部改正について          19 頁参照 

○ 国民健康保険法施行令の改正に伴う所要の改正 

  

 ・改正内容 

   ①国民健康保険料賦課限度額の改正 

後期高齢者支援金等賦課限度額 140,000 円 → 160,000 円 

介護納付金賦課限度額     120,000 円 → 140,000 円 

 

②低所得者に係る保険料軽減の改正 

低所得者に対する保険料５割及び２割軽減の対象世帯を拡大 

ア ５割軽減の拡大 … 現在、二人以上世帯が対象であるが、単身世帯についても対象 

とするとともに、所得基準額を引き上げる。 

イ ２割軽減の拡大 … 軽減対象となる世帯の判定所得の算定において、被保険者の数 

に乗じる金額を、現在の３５万円から４５万円に変更し、所得 

基準額を引き上げる。 

 

 ・施 行 日 平成２６年４月１日 

報告第１号 茨木市新型インフルエンザ等対策行動計画について 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第６項に基づく報告 
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議案第 ５ 号資料                   総務部 人事課 

茨木市職員基本条例について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日  平成 26 年４月１日 

 
(※)◎昇給への反映 

 前年度の評価結果を活用し、当該年度の昇給に反映 
昇給 
区分 

Ａ 
(90点以上) 

Ｂ 
(80～89点) 

Ｃ 
(50～79点) 

Ｄ 
(40～49点) 

Ｅ 
(40点未満) 

昇給の 
号給数 

８号給 
(４号給) 

６号給 
(３号給) 

４号給 
(２号給) 

２号給 
(１号給) 

昇給なし 

   （ ）内は、55 歳（行(二)は 57 歳）以上の職員に対する昇給の号給数 
 

◎勤勉手当の成績率への反映 
  前年度の評価結果を活用し、当該年度の勤勉手当（６月及び 12 月）の成績
率に反映(６月及び 12 月の成績率は原則同一、人員分布に応じて算出) 

 制定の目的  

 地方公務員法に定める根本基準に従い、本市の人事制度を公正かつ適正に運

用するために必要な基本的事項を定め、職員が全体の奉仕者としての高い倫理

観と地域における行政の担い手としての強い使命感を持って職務を遂行できる

組織を実現 

 

 

⇒ 市政の効率的な運営と市政に対する市民の信頼を確保 

 主な内容  

(1) 職員の任用 

・人事評価制度を活用し、職員の勤務実績、適性、能力に基づき任用 

・自己申告制度を活用して職員の意見や希望を把握し、能力を最大限に発揮 

(2) 人材育成 

 ・重要な財産である人材を最大限に活用 

・任命権者は、能力開発、意識改革に資する研修を総合的かつ計画的に実施 

 ・職員は自らの公務員としての使命を自覚し、自己研さんに励み、知識、技能等の修

得に努める 

(3) 人事評価 

 ・職員の能力の開発、維持、向上、職務に取り組む意欲の向上を目的として実施 

 ・絶対評価の方法により行い、結果は昇給、勤勉手当に反映(※) 

(4) 職員の分限・懲戒 

 ・分限懲戒審査委員会の意見を聴き、公正かつ厳正に行う 

 ・処分の基準は、別に指針で定める 

 

条例制定により、(１)茨木市の人事制度の概要を明確に示し、(２) 職員

の人材育成に取り組む。 

本市組織の継続的な成長と地域社会の健全な発展に寄与 
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 議案第　６　号資料

附属機関の新設及び名称変更について

企画財政部　政策企画課

１　新たに設置する附属機関
(１)　茨木市文化振興施策推進委員会

ア　担任する事務

イ　委員数　１３人以内
ウ　構成員

市民、学識経験者、関係団体から推薦された者

(２)　茨木市バリアフリー基本構想協議会
ア　担任する事務

イ　委員数　２５人以内
ウ　構成員

市民、学識経験者、福祉その他の関係団体から推薦された者、
関係施設設置管理者、関係行政機関の職員、市の職員

(３)　茨木市自転車利用環境整備計画協議会
ア　担任する事務

イ　委員数　１１人以内
ウ　構成員

市民、学識経験者、関係団体から推薦された者、関係行政機関の職員

(４)　茨木市みどりの施策推進委員会
ア　担任する事務

イ　委員数　１０人以内
ウ　構成員

市民、学識経験者、関係団体から推薦された者、関係行政機関の職員

２　名称を変更する附属機関
(１)　茨木市使用料、補助金等審議会

ア　担任する事務

イ　委員数　５人以内
ウ　構成員

市民、学識経験者

　文化振興に係る計画の策定、推進及び見直しに関する事項、文化芸術施設
に係る基本構想の策定及び推進に関する事項その他文化振興に関する事項に
ついての審議に関する事務

　自転車利用環境整備計画の策定並びに策定後の計画に基づく事業の点検、
評価及び見直しについての協議に関する事務

　みどりの施策の推進に関する基本計画の策定及び見直しその他みどりの施
策の推進に関する事項についての審議に関する事務

　使用料、補助金等の適正化に関する事項についての調査審議に関する事務

　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第
91号）第25条第１項に規定する基本構想の策定及び見直しについての協議並
びに基本構想の実施に係る連絡調整に関する事務
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スロープ

倉　庫 機械室

倉　庫

ＥＶ機械室

ＥＶ

女子便所 女子洗面所

多目的室（１）

ＥＰＳ

ＰＳ

倉庫

女子更衣室

男子便所 男子洗面所

風除室

玄関ホール

女子洗面所

男子洗面所

シャワー室

シャワー室

多目的便所

トレーニング室

前室

事務所

北

福井市民体育館　１階平面図

平　面　図

議案第 ８ 号資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民文化部　文化スポーツ課
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 議案第　１４　号資料 教育総務部　施設課

茨木市立春日小学校

69-1

70-1

67

(879㎡)

(512㎡) (714㎡)
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　議案第　３０　号資料 健康福祉部　国保年金課　　

＜改定の内容＞
① ２割軽減の拡大 … 軽減対象となる所得基準額の引き上げ

(現行) 基準額 ： 33万円＋35万円×被保険者数

　(例 給与収入　約223万円、3人世帯)

(改正後) 基準額 ： 33万円＋45万円×被保険者数

　(例 給与収入　約266万円、3人世帯)

※本市の対象者予測 4,003世帯 →→ 3,907世帯 (▲96世帯)

②

(現行) 基準額 ： 33万円＋24.5万円×(被保険者数－世帯主)

　(例 給与収入　約147万円、3人世帯)

(改正後) 基準額 ： 33万円＋24.5万円× 被保険者数

　(例 給与収入　約178万円、3人世帯)

※本市の対象者予測 1,355世帯 →→ 3,425世帯 (＋2,070世帯)

本市への影響としては、一般会計からの法定繰入の額が、増額となる。

軽減分：25,330,000円

支援分： 4,627,000円 合計：29,957,000円の増額となる見込み

国 民 健 康 保 険 料 の 低 所 得 者 の 保 険 料 軽 減 措 置 の 拡 充

５割軽減の拡大 … 現在２人以上世帯が対象であるが､単身世帯も対象とする
　　　　　　　　　　　　　とともに､軽減対象となる所得基準額の引き上げ

国民健康保険は低所得者層が多く加入していることから、保険料の応益部分の軽減措置の拡充により、

低所得層の負担を軽減する

差数　(Ｂ－Ａ)
対象数

本市２６年度
軽減見込み 軽減額

改正後　(Ｂ)
対象数 軽減額

改正前　(Ａ)
対象数 軽減額

647,870,000 75,989,000

215,957,000 25,330,000

均等割額
平等割額

府(3/4)

市(1/4)

571,881,000

190,627,000

保険基盤安定
法定繰入(軽減分)

40,372,000 45,000,000 4,628,000
保険基盤安定

法定繰入(支援分)

国(1/2) 80,745,000 90,001,000 9,256,000

市(1/4) 40,374,000 45,001,000 4,627,000

府(1/4)

所得

  ２割
  軽減 応益割50%

均等割･平等割
対象者を拡大

保
険
料
額

改正後

給与収入、
３人世帯
の場合

応能割50%
所得割

７割
軽減

５割
軽減

98万円 178万円 266万円

所得

応益割50%
均等割･平等割

保
険
料
額

現行

応能割50%
所得割

給与収入、
３人世帯
の場合

７割
軽減

５割
軽減

２割
軽減

98万円 147万円 223万円

所得

応能割50%
所得割

国 民 健 康 保 険 料 の 賦 課 限 度 額 の 引 き 上 げ

保
険
料
額

７割軽減
５割軽減

２割軽減

25年度賦課限度額では、限度額超過世帯割合に
ばらつきがあったが、今回の引き上げにより、
いずれも３％未満となる。

改正後現行
★給与収入又は
年金収入を有す
る単身世帯で試
算

応益割50%
均等割･平等割

高齢化の進展等により医療給付費が増大する一方で、被保険者の所得が伸びない状況において、

相当の高所得の者であっても、保険料の賦課限度額までしか保険料負担がない仕組み

賦課限度額の引き上げにより、高所得層により多く負担してもらい、低･中間所得層の負担を軽減する

中低所得層被保険者の負担減

高所得層被保険者の負担増

給与収入980万円/年金収入960万円

(給与所得760万円/年金所得760万円)
給与収入1000万円/年金収入990万円

(給与所得780万円/年金所得780万円)

＜参考＞ 前回改訂（平成23年度）

医療分 ：50万円→→51万円(＋1万円)

支援金分：13万円→→14万円(＋1万円)

介護分 ：10万円→→12万円(＋2万円)

厚労省の見込み

23年度国民健康保険実態調査に基づき26年度状況を推計

2.99% ▲1.08

81万円 4万円

2.31% ▲0.27

16万円 2万円

2.70% ▲ 0.86

14万円 2万円

見直し 差 ﾎﾟｲﾝﾄ

51万円 0万円

2.70% 0.00

合　計

現行

限度超

世帯割合

51万円

2.70%

14万円

金額

支援金分 限度超

世帯割合

介 護 分

金額 77万円
限度超

世帯割合 2.58%

3.56%

12万円

4.07%

医 療 分 限度超

世帯割合

金額

金額

本市における限度額超世帯状況

割合

介 護 分

医 療 分

支援金分 ▲ 1.10

3.72%

限度額超世帯対　象
世帯数

19,256

世帯数

784

1,348

717

38,156

平成26年度(仮算定) 平成25年度(本算定)

2.05%

3.53%

781 2.05%

1,765

対　象
世帯数

0.00

19,256 1,237 6.42%▲ 2.70

限度額超世帯

世帯数 割合

比較
(ﾎﾟｲﾝﾄ)

4.63%
38,156

＜改定の内容＞
① ２割軽減の拡大 … 軽減対象となる所得基準額の引き上げ

(現行) 基準額 ： 33万円＋35万円×被保険者数

　(例 給与収入　約223万円、3人世帯)

(改正後) 基準額 ： 33万円＋45万円×被保険者数

　(例 給与収入　約266万円、3人世帯)

※本市の対象者予測 4,003世帯 →→ 3,907世帯 (▲96世帯)

②

(現行) 基準額 ： 33万円＋24.5万円×(被保険者数－世帯主)

　(例 給与収入　約147万円、3人世帯)

(改正後) 基準額 ： 33万円＋24.5万円× 被保険者数

　(例 給与収入　約178万円、3人世帯)

※本市の対象者予測 1,355世帯 →→ 3,425世帯 (＋2,070世帯)

本市への影響としては、一般会計からの法定繰入の額が、増額となる。

軽減分：25,330,000円

支援分： 4,627,000円 合計：29,957,000円の増額となる見込み

国 民 健 康 保 険 料 の 低 所 得 者 の 保 険 料 軽 減 措 置 の 拡 充

５割軽減の拡大 … 現在２人以上世帯が対象であるが､単身世帯も対象とする
　　　　　　　　　　　　　とともに､軽減対象となる所得基準額の引き上げ

国民健康保険は低所得者層が多く加入していることから、保険料の応益部分の軽減措置の拡充により、

低所得層の負担を軽減する

差数　(Ｂ－Ａ)
対象数

本市２６年度
軽減見込み 軽減額

改正後　(Ｂ)
対象数 軽減額

改正前　(Ａ)
対象数 軽減額

647,870,000 75,989,000

215,957,000 25,330,000

均等割額
平等割額

府(3/4)

市(1/4)

571,881,000

190,627,000

保険基盤安定
法定繰入(軽減分)

40,372,000 45,000,000 4,628,000
保険基盤安定

法定繰入(支援分)

国(1/2) 80,745,000 90,001,000 9,256,000

市(1/4) 40,374,000 45,001,000 4,627,000

府(1/4)

所得

  ２割
  軽減 応益割50%

均等割･平等割
対象者を拡大

保
険
料
額

改正後

給与収入、
３人世帯
の場合

応能割50%
所得割

７割
軽減

５割
軽減

98万円 178万円 266万円

所得

応益割50%
均等割･平等割

保
険
料
額

現行

応能割50%
所得割

給与収入、
３人世帯
の場合

７割
軽減

５割
軽減

２割
軽減

98万円 147万円 223万円

所得

応能割50%
所得割

国 民 健 康 保 険 料 の 賦 課 限 度 額 の 引 き 上 げ

保
険
料
額

７割軽減
５割軽減

２割軽減

25年度賦課限度額では、限度額超過世帯割合に
ばらつきがあったが、今回の引き上げにより、
いずれも３％未満となる。

改正後現行
★給与収入又は
年金収入を有す
る単身世帯で試
算

応益割50%
均等割･平等割

高齢化の進展等により医療給付費が増大する一方で、被保険者の所得が伸びない状況において、

相当の高所得の者であっても、保険料の賦課限度額までしか保険料負担がない仕組み

賦課限度額の引き上げにより、高所得層により多く負担してもらい、低･中間所得層の負担を軽減する

中低所得層被保険者の負担減

高所得層被保険者の負担増

給与収入980万円/年金収入960万円

(給与所得760万円/年金所得760万円)
給与収入1000万円/年金収入990万円

(給与所得780万円/年金所得780万円)

＜参考＞ 前回改訂（平成23年度）

医療分 ：50万円→→51万円(＋1万円)

支援金分：13万円→→14万円(＋1万円)

介護分 ：10万円→→12万円(＋2万円)

厚労省の見込み

23年度国民健康保険実態調査に基づき26年度状況を推計

2.99% ▲1.08

81万円 4万円

2.31% ▲0.27

16万円 2万円

2.70% ▲ 0.86

14万円 2万円

見直し 差 ﾎﾟｲﾝﾄ

51万円 0万円

2.70% 0.00

合　計

現行

限度超

世帯割合

51万円

2.70%

14万円

金額

支援金分 限度超

世帯割合

介 護 分

金額 77万円
限度超

世帯割合 2.58%

3.56%

12万円

4.07%

医 療 分 限度超

世帯割合

金額

金額

本市における限度額超世帯状況

割合

介 護 分

医 療 分

支援金分 ▲ 1.10

3.72%

限度額超世帯対　象
世帯数

19,256

世帯数

784

1,348

717

38,156

平成26年度(仮算定) 平成25年度(本算定)

2.05%

3.53%

781 2.05%

1,765

対　象
世帯数

0.00

19,256 1,237 6.42%▲ 2.70

限度額超世帯

世帯数 割合

比較
(ﾎﾟｲﾝﾄ)

4.63%
38,156
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平成２５年度一般会計補正予算(第３号)総括表

特 定 財 源 一 般 財 源

1 市 税 400,000 400,000

2 地 方 譲 与 税 △ 35,000 △ 35,000

3 利 子 割 交 付 金 21,000 21,000

4 配 当 割 交 付 金 118,000 118,000

5
株 式 等 譲 渡
所 得 割 交 付 金

143,000 143,000

10 地 方 交 付 税 23,658 23,658

12
分 担 金 及 び
負 担 金

△ 20,126 △ 20,126

13
使 用 料 及 び
手 数 料

6,657 2,676 3,981

14 国 庫 支 出 金 703,711 703,711

15 府 支 出 金 △ 126,545 △ 126,545

16 財 産 収 入 55,249 △ 390 55,639

17 寄 附 金 1,300 1,300

18 繰 入 金 11,921 △ 30 11,951

20 諸 収 入 154,033 67,951 86,082

21 市 債 △ 125,300 △ 125,300

1,331,558 503,247 828,311

83,385,265 28,941,800 54,443,465

84,716,823 29,445,047 55,271,776

不動産売払収入 43,884
物品売払収入　　6,055

一般寄附金 1,300

財産区特別会計繰入金 11,951
緑化基金繰入金　　　 　△30

生活保護費国庫負担金精算分　  63,535
後期広域連合負担金精算金　　　43,290
他市廃棄物処理手数料　　　　　14,851

道路・街路事業債　　　　 △1,415,100
小・中学校校舎整備債　　　 1,199,900

（歳  入）

左 の 内 訳
予 算 額款

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

備 考

補    正    額 Ａ

補正前の予算額 Ｂ

（補正後予算額　44,000,000）
 法人市民税 278,135  固定資産税 141,478
 入湯税　　　　　18　個人市民税△15,052

地方揮発油譲与税　△25,000
自動車重量譲与税　△10,000

普通交付税 　23,658

公立保育所保育料　△28,000
私立保育所保育料　　 8,000

公園駐車場使用料  11,341
市営駐車場使用料 △8,862
斎場使用料　　　 △7,097

道路新設改良費補助金　423,858
街路新設費補助金　　　238,000
生活保護費等負担金　　 89,394

私立保育所運営費負担金　 　△36,000
介護基盤緊急整備等臨特金 　△30,018
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平成２５年度一般会計補正予算(第３号)総括表

(単位：千円・％)

人 件 費 物 件 費 扶 助 費 補 助 費 等

01 議 会 費 △ 9,143 △ 7,653 △ 1,490

02 総 務 費 91,138 △ 149,097 △ 45,426 △ 14,319 299,980

03 民 生 費 △ 314,334 △ 82,180 △ 23,725 △ 164,032 15,544 △ 79,902 19,961

04 衛 生 費 945 △ 32,603 △ 263,384 △ 626 △ 2,442 300,000

05 労 働 費 △ 4,306 △ 3,714 △ 592

06 農 林 水 産 業 費 △ 18,834 △ 3,276 △ 9,141 △ 2,274 △ 4,143

07 商 工 費 △ 43,119 △ 287 △ 11,556 △ 31,276

08 土 木 費 1,233,308 △ 8,047 △ 23,025 △ 2,872 930,906 336,346

09 消 防 費 △ 5,693 △ 4,920 △ 604 △ 169

10 教 育 費 519,275 △ 53,141 △ 54,084 △ 20,332 △ 5,328 652,160

12 公 債 費 △ 111,755 △ 111,755

13 諸 支 出 金 △ 5,924 △ 5,924

1,331,558 △ 341,204 △ 436,149 △ 184,364 △ 41,743 1,496,410 838,608

83,385,265 13,788,534 15,304,121 23,568,264 5,783,273 10,613,859 14,327,214

84,716,823 13,447,330 14,867,972 23,383,900 5,741,530 12,110,269 15,165,822

（歳  出）

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

補    正    額 Ａ

補正前の予算額 Ｂ

予 算 額款
そ の 他 の
経 費

投 資 的
経 費

消 費 的 経 費
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1111  基本方針 基本方針 基本方針 基本方針

　国の補正予算や追加採択に伴う国庫補助金を活用し、岩倉町地区道路整備事業や小中学

校校舎の大規模改造事業などを繰越明許費を設定し実施する。

　また市税や税交付金等の追加及び事業完了等に伴う精算により生じる財源は、年度末ま

でに不足する生活保護費等の適切な追加に加え、将来の財政負担等を考慮し、基金への積

立てと起債の抑制に活用する。

　なお、ＪＲ茨木駅構内エスカレーター整備事業に係る債務負担行為を設定する。

2222 主主主主なななな内容内容内容内容

（（（（１１１１））））国国国国のののの補正予算補正予算補正予算補正予算をををを活用活用活用活用するするするする事業事業事業事業
（単位：千円）

（（（（２２２２））））補助金補助金補助金補助金のののの追加採択追加採択追加採択追加採択をををを活用活用活用活用するするするする事業事業事業事業
（単位：千円）

336,961

31,941

173,611

　都市基盤整備 725,843725,843725,843725,843 195,291195,291195,291195,291 530,552530,552530,552530,552

(仮称)ＪＲ総持寺
駅駐輪場用地購入
事業

356,941

社会資本整備総合交付金(国)の採択に伴い、駐輪場施設の
用地を購入する。
【歳入】社会資本整備総合交付金(国)

(仮称)ＪＲ総持寺
駅整備事業

社会資本整備総合交付金(国)の追加採択に伴い、駅舎・架
道橋整備負担金を追加する。
【歳入】社会資本整備総合交付金(国)
※繰越明許費設定

388,882

163,350

事　業 内　容　等
事業費

a
特定財源

b
一般財源

c=a-b

道路、街路等の整
備や小中学校、幼
稚園の大規模改造
事業
【27頁参照】

経済の成長力の底上げと好循環の実現に向けた経済対策と
しての国の補正予算を活用し、道路・橋梁・街路の都市基
盤整備及び小中学校・幼稚園の施設整備として８事業を実
施する。
※繰越明許費設定

2,041,320 2,040,784

2,041,3202,041,3202,041,3202,041,320

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度３３３３月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの内容内容内容内容についてについてについてについて

事業費
a

特定財源
b

536

一般財源
c=a-b

内　容　等事　業

　補正予算を活用する事業 2,040,7842,040,7842,040,7842,040,784 536536536536

22



（（（（３３３３））））年度末年度末年度末年度末までにまでにまでにまでに不足不足不足不足するするするする経費経費経費経費へのへのへのへの対応対応対応対応
（単位：千円）

（（（（４４４４））））寄附金寄附金寄附金寄附金をををを活用活用活用活用してしてしてして実施実施実施実施するするするする事業事業事業事業
（単位：千円）

（（（（５５５５））））事業事業事業事業のののの円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ
（単位：千円）

大型プリンタの導
入

茨木カンツリークラブからの寄附金を活用し、市教育セン
ターに大判の教材印刷にも対応できる大型プリンタを設置
する。
【歳入】寄附金

1,000 1,000

事　業 内　容　等
事業費

a

事　業 内　容　等
事業費

a
特定財源

b
一般財源

c=a-b

　教育環境の整備 1,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,000

　介護保険事業特別会計繰出金

介護保険事業特別
会計繰出金の追加

居宅介護サービス等の利用者が当初見込みを上回ったこと
に伴う保険給付費の増加に伴い繰出金を追加する。

25,612 25,612

25,61225,61225,61225,612 25,61225,61225,61225,612

特定財源
b

一般財源
c=a-b

38,70838,70838,70838,708

事業費
a

15,51315,51315,51315,513

38,708

131,006131,006131,006131,006

92,298生活保護費の追加

　私立幼稚園就園奨励 15,51315,51315,51315,513

131,006

内　容　等

92,29892,29892,29892,298

79,83379,83379,83379,833

　生活保護

事　業

　基金の充実 1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000

92,29892,29892,29892,298合　　　計 172,131172,131172,131172,131

生活保護受給者数の増加に伴い、扶助費を追加する。

特定財源
b

一般財源
c=a-b

将来の財政負担等に備え、駅周辺再整備基金、文化施設建
設基金、衛生処理施設整備等基金への積立てを行う。
・駅周辺再整備基金　　　：400,000
・文化施設建設基金　　　：300,000
・衛生処理施設整備等基金：300,000

1,000,000 1,000,000

私立幼稚園就園奨
励費補助金の追加

申請者数の増に伴い、補助金を追加する。 15,513 15,513

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000

駅周辺再整備基金
等の積立て
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（（（（６６６６））））継続費継続費継続費継続費、、、、繰越明許費繰越明許費繰越明許費繰越明許費、、、、債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為のののの補正補正補正補正
（単位：千円）

岩倉町地区道路整
備事業

ＪＲ茨木駅東口広場の整備に伴う借家人補償について、物
件の撤去等に時間を要し、年度内に完了しないため。

21,800

2,041,320

国庫補助金の追加採択により追加する事業であり、整備に
時間を要し、年度内に完了しないため。

事　業

国の補正予算を活
用し実施する事業
【27頁参照】

2,616,9682,616,9682,616,9682,616,968

仮設構造物が残存していることが判明し、その撤去に時間
を要したことから、年度内に工事が完了しないため。

164,966

(仮称)ＪＲ総持寺
駅整備事業

△ 197,430

茨木松ヶ本線整備
事業

事業費内　容　等

388,882

国の補正予算を活用し追加する事業であり、工事等に時間
を要し、年度内に完了しないため。

小学校エレベー
ター整備事業

契約完了に伴い総額及び年割額を変更する。
【期間】平成25～26年度
　補正前【年割額】(H25)103,760(H26)155,640
　補正後【年割額】(H25) 78,980(H26)148,120

△ 32,300

岩倉町地区道路整
備事業

契約完了に伴い総額及び年割額を変更する。
【期間】平成25～26年度
　補正前【年割額】(H25)692,000(H26)1,210,985
　補正後【年割額】(H25)432,710(H26)1,272,845

　継続費 △ 265,890△ 265,890△ 265,890△ 265,890

　繰越明許費

南茨木駅前東駐車
場解体・撤去事業

契約完了に伴い総額及び年割額を変更する。
【期間】平成25～26年度
　補正前【年割額】(H25)74,000(H26)111,000
　補正後【年割額】(H25)48,840(H26)100,000

△ 36,160
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　債務負担行為（変更） 限度額

地元農作物流通促
進事業

限度額

駅利用者の利便性の向上、イメージアップやにぎわい創出
を図るため、駅構内にエスカレーター設置等を行うための
工事負担金について債務負担行為を設定する。
［期　間］平成25年度～平成30年度
［限度額］1,460,000千円

ＪＲ茨木駅構内エ
スカレーター整備
事業
【28頁参照】

契約開始日の変更等に伴い、債務負担行為の限度額を変更
する。
[変更前]期　間：平成26年度
　　　　限度額：24,870千円
[変更後]期　間：平成26年度
　　　　限度額：33,498千円

33,498

1,460,000

　債務負担行為（追加）

バイオ・ライフサ
イエンス関連企業
事業拡大・人材育
成支援事業

契約開始日の変更等に伴い、債務負担行為の限度額を変更
する。
[変更前]期　間：平成26年度
　　　　限度額：7,478千円
[変更後]期　間：平成26年度
　　　　限度額：10,569千円

10,569
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（（（（７７７７））））特別会計特別会計特別会計特別会計
（単位：千円）

△144,899

3,823

国民健康保険事業
特別会計
(補正第１号)

過年度の国庫支出金の精算に伴う償還金の増など
[歳入]国庫支出金 △3,204 前期高齢者交付金 136,866
　　　繰越金 　　129,284
[歳出]総務費 　 △10,896 後期高齢者支援金等 2,479
      償還金　　 278,145 前期高齢者納付金等 △500
　　　介護納付金 △6,282

262,946

公共下水道
事業特別会計
(補正第２号)

後期高齢者医療
事業特別会計
(補正第１号)

保険料の増に伴う広域連合納付金の増など
[歳入]後期高齢者医療保険料 9,698
　　　繰入金 △5,651 諸収入 △224
[歳出]総務費 △10,261
　　　後期高齢者医療広域連合納付金 14,084

居宅介護サービス等の利用者が当初見込みを上回ったこと
に伴う保険給付費の増及び基金積立金の増など
[歳入]介護保険料 92,929 　督促手数料 　　　　220
　　　国庫支出金 68,852 　支払基金交付金 107,554
　　　府支出金 　50,963　 財産収入 　　　　　120
　　　繰入金 25,612 　繰越金 118,722  諸収入 129
[歳出]総務費 　　△9,132 要介護認定費 　 △5,515
　　　保険給付費 406,908 地域支援事業費 △48,008
　　　基金積立金 121,737 諸支出金 　　　　 △889

465,101

382,446382,446382,446382,446

59,910

水道事業会計
(補正第１号)

【収益的収支】分担金の増や職員給与費の減など
（収入）　  5,223　（支出）△ 25,009
【資本的収支】工事負担金の減や設備改良費の減など
（収入）△132,310　（支出）△239,426

△264,435

介護保険事業
特別会計
(補正第１号)

国の補正予算に伴う整備費の繰越明許費の設定及び事業完
了等に伴う減額など
[歳入]分負担金及び負担金 △39,505　使用料 19,393
　　　国庫支出金 △6,475　繰入金 △63,624
    　繰越金 363　諸収入 39,949　市債 △95,000
[歳出]下水道事業費  △136,031　公債費 △ 8,868
【繰越明許費】
・公共下水道整備事業　  9,500
・下水道改良事業　　　210,000

財産区特別会計
(補正第１号)

大字宿久庄財産区財産等の売払いに伴う事業交付金の増な
ど
［歳入］財産区財産売払収入　　　　59,870
　　　　財産運用収入(線下補償料)　　　40
［歳出］事業交付金　　　　　　　　47,806
　　　　財産管理費(土地鑑定料)　 　　153
　　　　繰出金　　　　 　　　　　 11,951

　特別会計

事業費内　容　等事　業
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国の補正予算対応事業一覧（繰越明許費） 【別紙１】　　

（単位：千円）

国庫 起債 一般財源

［岩倉町地区道路整備］
ＪＲ茨木駅駅前広場の整備及び市道西中条１号線の用地
を取得する。

354,000 176,950 177,000 50

[橋梁長寿命化]
第一浜島橋、第二浜島橋及び西河原新橋の長寿命化工事
を行う。

85,800 30,220 55,300 280

[橋梁耐震化]
是推橋の耐震化等工事を行う。

50,000 17,740 32,200 60

[茨木松ヶ本線整備]
茨木松ヶ本線のＪＲアンダーパス道路整備を行う。

480,000 264,000 216,000 0

[小学校大規模改造]
小学校の大規模改造工事を行う。（東奈良・西・西河原
小）

610,000 50,025 559,900 75

[大池小学校屋内運動場天井改修]
大池小学校の屋内運動場に設置されてる天井ボードの改
修を行う。

20,520 6,000 14,500 20

[中学校大規模改造]
中学校の大規模改造工事を行う。（北陵・太田中・西
中）

349,000 41,571 307,400 29

[水尾幼稚園大規模改造等]
水尾幼稚園の大規模改造及びプール拡張工事を行う。

92,000 14,178 77,800 22

2,041,320 600,684 1,440,100 536

[公共下水道整備事業]
公共下水道の普及促進及び浸水対策として、下水道の整
備を行う。

9,500 4,000 5,500 0

[下水道改良事業]
下水道施設の改良事業として、山手台地区の管更生工事
を行う。

210,000 38,800 171,200 0

219,500 42,800 176,700 0

2,260,820 643,484 1,616,800 536

下
水
特
会

下
水
道
整
備
費

〔下水特会〕　小　計　

〔茨　木　市〕　　合　計

会計 款 事 業 事業費

一
般
会
計

土
木
費

教
育
費

〔一般会計〕　小　計　
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Ｊ Ｒ 茨 木 駅 舎 改 良 に つ い て 

 

 

 １．概要・目的 

ＪＲ茨木駅利用者の利便性の向上ならびに本市の玄関口としてのイメージアップや

にぎわい創出を図るため、駅構内へのエスカレーター設置などの駅舎改良をＪＲ西日

本と協力して進める。 

 

２．内容 

  ○駅構内へのエスカレーター設置 

  ○その他改良 

   ・旅客トイレ、天井、床改修等 

・京都方の線路上空へ店舗床新設（ＪＲ西日本にて同時施工） 

   

３．事業費（概算） 

  エスカレーター設置等  21.9 億円（うち 2/3 市負担、国庫補助金を活用） 

 

４．その他 

・平成 26年２月 24日   基本協定書・覚書締結 

 ・平成 26 年３月下旬   工事協定書締結 

  ・平成 26年度      実施設計 

   ・平成 27 年度 

～平成 30年度   駅施設改良工事 

※ 駅構内エスカレーターは平成29年春、増床店舗は平成30年春に供用開始予定。 

 

 

 

上りホーム

下りホーム

大
阪
方
面

ＪＲ西日本にて施工

旅客
トイレ

東口駅前広場

西口駅前広場

出札
駅事務室

上り外側線

上り内側線
下り内側線

下り外側線

下り待避線

柵内
コンコース

店舗

京
都
方
面

店舗開発

ｴｽｶﾚｰﾀ-
新設

旅客ﾄｲﾚ改修

柵
外
コ
ン
コ
ー
ス

ｺﾝｺｰｽ改修

 

都 市 整 備 部  

改良計画図 
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